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��������������公布された教育委員会規則のあらまし

◆北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則（教育委員会規則第１号）
１ 趣旨
北海道教育庁の組織機構改正を行うため、この教育委員会規則を制定することとした。

２ 内容
�１ 教育職員局給与課及び教育局から教育職員局教職員事務センターに事務局の職
員、所管機関の職員及び県費負担教職員の職務の級及び号俸の決定並びに退職手当
の支給の認定に関する事務を移管することとした（第２６条及び第２８条関係）。
�２ その他所要の規定の整理を行うこととした。
３ 施行期日等
�１ この教育委員会規則は、平成２５年４月１日から施行することとした（附則第１項
関係）。
�２ 職員の発令について経過措置を設けることとした（附則第２項関係）。
◆教育財産規則の一部を改正する教育委員会規則（北海道教育委員会規則第２号）
１ 趣旨
第一種普通財産の目的外の使用を承認する場合についての規定の整備を行うため、
この教育委員会規則を制定することとした。
２ 内容
国又は他の地方公共団体が道の事務に直接関連のある事務を行うため、第一種普通
財産を使用する場合について、その使用の承認を可能とする規定を追加することとし
た（第１５条関係）。
３ 施行期日
この教育委員会規則は、平成２５年４月１日から施行することとした。
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教 育 委 員 会 規 則

北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

北海道教育委員会規則第１号
北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則

平成２５年３月２９日
（金曜日）

第６０９１号
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北海道教育庁組織規則（昭和４６年北海道教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正
する。
第１２条第１項第５号中「教育職員局給与課」の次に「及び教育職員局教職員事務セン
ター」を加える。
第１５条第１項第１号中「総務課及び教育職員局給与課」を「他課」に改める。
第２６条第１号中「、退職手当の支給の認定」を削る。
第２８条中第２号を第３号とし、同条第１号中「（退職手当を除く。）」を削り、同号を同条
第２号とし、同号の前に次の１号を加える。
�１ 事務局の職員、所管機関の職員及び県費負担教職員の職務の級及び号俸の決定の事務
に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。

上司の命を受け、特定の企画
等に関する事務を処理する。

専門幹

学校教育局
教育職員局
新しい高校づ
くり推進室
課
教育職員局教
職員事務セン
ター

事務職員上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事

第３６条第１項第１号の表中

「

を受け、特定の企画
る事務を処理する。

事務職員を受け、特命の企画
る事務を処理する。

」

「

を

事務職員上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事学校教育局
教育職員局
新しい高校づ
くり推進室
課
教育職員局教
職員事務セン
ター

事務職員特命の企画
を処理する。

「

に、

」

事務職員
指導主事

課の事務を整理し、グループ
の事務をつかさどり、課長を
補佐する。

主幹課

事務職員
指導主事

グループ
課長を

「

を

」

事務職員
技術職員
指導主事

課の事務を整理し、グループ
の事務をつかさどり、課長を
補佐する。

主幹課

」

に、
「

事務職員上司の命を受け、担任事務
をつかさどる。

主幹教育職員局福
利課

」
を

「

」

事務職員
技術職員

上司の命を受け、担任事務
をつかさどる。

主幹学校教育局健
康・体育課
教育職員局福
利課

に改め、同条

第２号の表中
上司の命を受け、特定の企画
等に関する事務を処理する。

専門幹

上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事
「

」

を
「

上司の命を受け、特命の企
等に関する事務を処理する

専門参事
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」
に、

「

技術職員
指導主事、事
務職員及び技
術職員以外の
職員

上司の命を受け、庁用自動車
の運転及び保全に関する業務
に従事する。

運転技術員

課

技術職員上司の命を受け、技術に従事
する。

技師

事務職員上司の命を受け、事務に従事
する。

主事

上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事

技術職員
指導主事、事
務職員及び技
術職員以外の
職員

命を受け、庁用自動車
及び保全に関する業務
する。

技術職員命を受け、技術に従事

事務職員命を受け、事務に従事

」

を

「

技術職員
指導主事、事
務職員及び技
術職員以外の
職員

上司の命を受け、庁用自動車
の運転及び保全に関する業務
に従事する。

運転技術員

課 事務職員上司の命を受け、事務に従事
する。

主事

技術職員
指導主事、事
務職員及び技
術職員以外の
職員

け、庁用自動車
全に関する業務

事務職員け、事務に従事

」

に改め、同条第３号の表中

「

上司の命を受け、特定の企画
等に関する事務を処理する。

専門幹

上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事

上司の命を受け、特命の企画
等に関する事務を処理する。

専門参事

」

を
「

」
に、

「

上司の命を受け、実習船の航
海に関する業務を処理する。

航海主任

上司の命を受け、実習船の厨
房に関する業務をつかさど
る。

司厨長

」

を

「

上司の命を受け、実習船の航
海に関する業務を処理する。

航海主任

上司の命を受け、特定の調査
等に関する事務を処理する。

調査員

上司の命を受け、実習船の厨
房に関する業務をつかさど
る。

司厨長

」

に、

「

上司の命を受け、実習船の航
海に関する業務を処理する。

任

上司の命を受け、実習船の厨
房に関する業務をつかさど
る。

技師

課 主事

技術職員上司の命を受け、技術に従事
する。

技師

課 事務職員上司の命を受け、事務に従事
する。

主事

」

を
「

上司の
する。

主事課

事務職員上司の命を受け、事務に従事
する。

主事課

」
に改める。

附 則
１ この教育委員会規則は、平成２５年４月１日から施行する。
２ この教育委員会規則の施行の日の前日において現に次の表の左欄に掲げる本庁の職員で
ある者は、別に発令をされない限り、同一の勤務条件をもって当該右欄に掲げる本庁の相
当の職員となるものとする。
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学校教育局義務教育課教職員研修グ
ループ

学校教育局義務教育課教員研修グルー
プ

総務政策局総務課総括グループ総務政策局総務課予算グループ

教育財産規則の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
北海道教育委員会規則第２号

教育財産規則の一部を改正する教育委員会規則
教育財産規則（昭和４７年北海道教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。
第１５条第１項中「第１０条第１項第１号、第３号」を「第１０条第１項第１号から第３号ま

で」に改める。
附 則

この教育委員会規則は、平成２５年４月１日から施行する。

教 育 長 訓 令

北海道教育委員会教育長訓令第３号
庁 中 一 般

北海道教育庁職員服務規程の一部を改正する教育長訓令を次のように定める。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
北海道教育庁職員服務規程の一部を改正する教育長訓令

北海道教育庁職員服務規程（昭和４５年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部を次の
ように改正する。
第９条中「別記第４号様式」の次に「（不動産又は駐車場の賃貸に係る場合にあっては、
別記第４号様式の２）」を加え、同条に次の２項を加える。
２ 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業等に引き
続き従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を異
動先の所属長に提出しなければならない。
３ 前２項の許可を受けた職員は、営利企業等従事許可申請書の記載事項に変更が生じた場
合には、その旨を所属長に書面で届け出なければならない。
別記第４号様式を次のように改める。
別記第４号様式（第９条関係）

営利企業等従事許可申請書（不動産等賃貸以外の事業関係）

平成 年 月 日

北海道教育委員会 様

所 属
職 名
氏 名

地方公務員法第３８条第１項の規定に基づき、次のとおり許可を受けたいので申請
します。

�７ 事業の用に供する土地及び建物等の施設の種類及び規模並びに機械等の
機器の種類及び数量（自営の場合に記載）

１

営
利
企
業
等
従
事
の
内
容

�６ 使用人の人数及び職員との続柄（自ら営利を目的とする私企業を営む
（以下「自営」という。）の場合に記載）

�５ 収入の予定金額 円
�４ 職 名
�３ 事業内容
�２ 所 在 地 （電話 ）
�１ 事業の名称
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６ 現に許可を受けて就いている営利企業等（事業の名称、職名、収入、従事時
間、従事期間等）

５ その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無

４ 職員の職務の遂行への支障の有無

３ 職員の職と承認に係る事業との間の特別な利害関係の有無

２ 営利企業等従事を必要とする理由

�１０ 当該事業の継承の事由（自営に係る営利企業等を継承した場合に記載）

�９ 営利企業等従事予定期間 年 月 日から
年 月 日まで

�８ 従事時間 □ 常勤 □ 非常勤
（ ）延べ 時間

備考
１ 該当する□にはレ印を記入すること。
２ 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記入して添付すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦型とする。

別記第４号様式の次に次の１様式を加える。
別記第４号様式の２（第９条関係）

営利企業等従事許可申請書（不動産等賃貸関係）

平成 年 月 日

北海道教育委員会 様

所 属
職 名
氏 名

地方公務員法第３８条第１項の規定に基づき、次のとおり許可を受けたいので申請
します。

（娯楽集会、遊技等のための設備を設けた不動産）
種類 件数・規模
所在地
（旅館、ホテル等特定の業務の用に供する建物）
種類 件数・規模
所在地

その他

１

賃
貸
す
る
不
動
産
等

駐車台数 台 設備の有無 有□ 無□
所在地

駐車場

貸付件数 件 面積合計 ㎡
用途 所在地

土地

（独立家屋） 棟 延べ床面積 ㎡
（マンション等） 室 延べ床面積 ㎡
所在地

建物
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６ その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無

５ 職員の職務の遂行への支障の有無

４ 職員の職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間の特別な利害関係の有
無

３ 不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法

円その他

２

賃
貸
料
収
入
の
予
定
年
額

円駐車場

円土地

（独立家屋） 円
（マンション等） 円

建物
円合 計

備考
１ 該当する□にはレ印を記入すること。
２ 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記入して添付すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦型とする。
附 則

この教育長訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

北海道教育委員会教育長訓令第４号
庁 中 一 般

教育庁分課事務分掌規程の一部を改正する教育長訓令を次のように定める。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
教育庁分課事務分掌規程の一部を改正する教育長訓令

教育庁分課事務分掌規程（昭和４８年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部を次のよ
うに改正する。
第５条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号と
し、第６号を削り、第７号を第５号とし、第８号から第１３号までを２号ずつ繰り上げる。
第７条第６号中「前５号」を「前８号」に改め、同号を同条第９号とし、同号の次に次の
１号を加える。
�１０ その他道立学校に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。
第７条中第５号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。
�８ 道立学校の非常勤職員及び臨時職員の任免に関すること。
第７条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、同条第２号中「（企画総務課の所掌
に属するものを除く。）」を削り、同号を同条第４号とし、同条中第１号を第３号とし、同号
の前に次の２号を加える。
�１ 道立学校の施設設備の整備及び運営費予算に関すること。
�２ 道立学校の授業料その他の費用の徴収に関すること。

総括担当主査を含む。法制グループ
行政管理グループ
訟務グループ

（担当課長）

総括担当主査を含む。総括グループ
人事グループ
予算グループ
決算・会計指導グループ

総務課

別表第１中

「

」

を

「
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」

に、

「

総括担当主査を含む。法制グループ
行政管理グループ
訟務グループ

（担当課長）

総括担当主査を含む。総括グループ
人事グループ
決算・会計指導グループ

総務課

人事制度グループ
免許グループ

（担当課長）
人事法規グループ（担当課長）

小中学校人事グルー
道立学校人事グルー

教職員課

総括担当主査を含む。人事制度グループ
免許グループ

（担当課長）
総括担当主査を含む。人事法規グループ（担当課長）

総括担当主査を含む。小中学校人事グループ
道立学校人事グループ

教職員課

」

を

「

総括人事制度グループ
免許グループ

（担当課長）

総括服務制度グループ
服務管理グループ

（担当課長）

総括小中学校人事グループ
人事企画グループ
道立学校人事グループ

教職員課

」

に、

「

総括担当主査を含む。人事制度グループ
免許グループ

長）

総括担当主査を含む。服務制度グループ
服務管理グループ

長）

総括担当主査を含む。小中学校人事グループ
人事企画グループ
道立学校人事グループ 総括担当主査を含支援グループ

教員研修グループ
義務教育指導グループ
学力向上推進グループ

義務教育課

総括担当主査を含む。支援グループ
教職員研修グループ
義務教育指導グループ
学力向上推進グループ

義務教育課総括担当主査を含む。ープ
グループ
指導グループ
推進グループ

」

を

「

」

に、

「
総括担当主査を含む。総務調整グループ

道立学校手当認定第一グルー
プ
道立学校手当認定第二グルー
プ
市町村立学校手当認定第一グ
ループ
市町村立学校手当認定第二グ
ループ
道立学校旅費グループ
市町村立学校旅費第一グルー
プ
市町村立学校旅費第二グルー
プ

教職員事務
センター

」

総括担当主査を含む。

総括担当主査を含む。総務調整グループ
道立学校手当認定第一グルー
プ
道立学校手当認定第二グルー
プ
市町村立学校手当認定第一グ
ループ
市町村立学校手当認定第二グ
ループ
道立学校旅費グループ
市町村立学校旅費第一グルー
プ
市町村立学校旅費第二グルー
プ
給与決定グループ

教職員事務
センター

」

を

」

に改める。

「
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道立学校旅費グ プ
市町村立学校旅費第一グルー
プ
市町村立学校旅費第二グルー
プ
給与決定グループ

」 」

地域政策担当
総務係
主査
経理学校管理係
教職員係

企画総務課

別表第２中

「

地域政策担当
船員担当（渡島教育局に限る。）

総務係
主査
主査
教職員係

企画総務課

」

当 を

「

経理担当（日高、檜山、留萌、宗
谷及び根室の教育局を除く。）
契約担当（日高、檜山、留萌、宗
谷及び根室の教育局を除く。）
経理・契約担当（日高、檜山、留
萌、宗谷及び根室の教育局に限
る。）

室長
主査

主査

主査

道立学校運営支援室

」

に、

「

」

を

「

」

に改

経理担当（日高、檜山、留萌、宗
谷及び根室の教育局を除く。）
契約担当（日高、檜山、留萌、宗
谷及び根室の教育局を除く。）
経理・契約担当（日高、檜山、留
萌、宗谷及び根室の教育局に限
る。）
管理担当

室長
主査

主査

主査

主査

道立学校運営支援室

める。
附 則

この教育長訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

北海道教育委員会教育長訓令第５号
庁 中 一 般
所 管 機 関

北海道教育庁等専決代決規程の一部を改正する教育長訓令を次のように定める。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
北海道教育庁等専決代決規程の一部を改正する教育長訓令

北海道教育庁等専決代決規程（平成元年北海道教育委員会教育長訓令第４号）の一部を次
のように改正する。
別表第１教育局の局長の項第１３号中「退職手当及び」を削り、同表道立学校長の項を削
る。
別表第２総務政策局の部総務課の項課長の欄第６号並びに同部教職員課の項課長の欄第４
号及び同項教育局長の欄第２号中「並びに長期有給欠勤及び全治正常勤務」を削り、同表教
育職員局の部給与課の項を次のように改める。

１ 市町村立
の小学校及
び中学校の
県費負担教
職員の昇格
並びに降格
に伴う職務

１ 市町村立
の小学校及
び中学校の
県費負担教
職員の昇格
（人事委員
会の承認を

１ 恩 給 法
（大正１２年
法 律 第４８
号）の準用
又は北海道
恩 給 条 例
（大正１２年

給与
課
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の級及び号
俸の決定
２ 県費負担
教職員であ
る市町村立
高等学校の
職員の昇格
（昇任によ
るものを除
く。）及 び
当該昇格に
伴う職務の
級及び号俸
の決定
３ 県費負担
教職員の昇
給（表彰等
昇 給 を 除
く。）の 決
定及び復職
時等におけ
る号俸の調
整

要するもの
に限る。）
及び当該昇
格に伴う職
務の級及び
号俸の承認
２ 市町村立
の小学校及
び中学校の
県費負担教
職員の降格
による職務
の級及び号
俸 の 決 定
（人事委員
会の承認を
要するもの
に限る。）
の承認
３ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員で
ある市町村
立高等学校
職員の昇格
及び降格並
びに当該昇
格等に伴う
職務の級及
び号俸の決
定又は承認
４ 教育庁の
職員及び所
管機関の職
員 の 昇 給
（表彰等昇
給を除く。）
の決定及び
復職時等に
おける号俸
の調整
５ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員の
給料訂正
６ 教育庁及
び道立学校
以外の所管
機関の職員
（本庁課長
等職員を除
く。）が 昇
任又は転任
によって職
務の級及び
号俸に変動

北海道庁令
第１７４号）
の適用を受
ける者の恩
給の裁定
２ 市町村立
の小学校及
び中学校の
県費負担教
職 員 の 研
修、表彰等
による昇給
及び特別の
場合の昇給
（以下この
項において
「表彰等昇
給 」 とい
う。）の 決
定
３ 本庁課長
等職員（教
育庁及び道
立学校以外
の所管機関
の職員で、
本庁の課長
（相当職を
含 む。）以
上の職にあ
るもの、出
先機関の長
及び道立学
校以外の所
管機関の長
（副館長又
は副所長を
含 む。）を
いう。以下
この項にお
いて同じ。）
が昇任又は
転任によっ
て職務の級
及び号俸に
変動を生ず
る場合の当
該職務の級
等の決定
４ 教育庁及
び所管機関
の職員の表
彰等昇給の
決定
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を生ずる場
合の当該職
務の級等の
決定
７ 地方公務
員災害補償
法（昭和２４
年 法 律 第
１２１号）第
４５条第２項
に規定する
災害を受け
た教育庁及
び所管機関
の職員並び
に県費負担
教職員の任
命権者とし
ての意見の
申出
８ 北海道議
会議員その
他非常勤職
員の公務災
害補償等に
関する条例
（昭和４２年
北海道条例
第４４号）第
２条第２項
に規定する
公務又は通
勤により生
じた災害の
認定
９ 北海道議
会議員その
他非常勤職
員の公務災
害補償等に
関する条例
施 行 規 則
（昭和４２年
北海道規則
第１６３号。
以下この欄
に お い て
「規則」と
い う。）第
５条の規定
に基づく補
償基礎額の
決定

１０ 規則第９
条の規定に
基づく公務
又は通勤に
より生じた
災害に係る
補償請求の

平成２５年３月２９日（金曜日） 北海道教育委員会公報
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審査及び補
償金額の決
定

１１ 恩給法の
準用又は北
海道恩給条
例の適用を
受ける者の
恩給受給権
の消滅の裁
定並びに恩
給法の適用
を受ける者
の恩給請求
書の進達

１２ 恩給法又
は北海道恩
給条例に係
る支出負担
行為及び支
出命令

１３ 給与その
他 の 給 付
（教育長の
定めるもの
に限る。）

別表第２教育職員局の部教職員事務センターの項を次のように改める。
１ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員の
初任給の決
定
２ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
（本庁課長
等職員を除
く。）及 び
県費負担教
職員の初任
給基準を異
にする異動
又は給料表
の適用を異
にする異動
に伴う職務
の級及び号
俸の決定
３ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員の
上位資格取
得に伴う職
務の級及び
号俸の決定

１ 本庁課長
等職員の初
任給基準を
異にする異
動又は給料
表の適用を
異にする異
動に伴う職
務の級及び
号俸の決定
２ 本庁課長
等職員の勧
奨退職等に
係る退職手
当の額の決
定

教職
員事
務セ
ンタ
ー
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及び給料訂
正（昇給及
び昇格を除
く。）
４ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員の
諸手当（本
庁課長等職
員の勧奨退
職等に係る
退職手当を
除 く。）に
係る確認若
しくは認定
又は額の決
定
５ 教育庁の
職員、所管
機関の職員
及び県費負
担教職員の
児童手当の
受給資格及
び額の認定

附 則
この教育長訓令は平成２５年４月１日から施行する。

北海道教育委員会教育長訓令第６号
庁 中 一 般
道 立 学 校

北海道立学校職員服務規程の一部を改正する教育長訓令を次のように定める。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
北海道立学校職員服務規程の一部を改正する教育長訓令

北海道立学校職員服務規程（昭和４１年北海道教育委員会教育長訓令第４号）の一部を次の
ように改正する。
第１１条に次の２項を加える。
２ 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業等に引き
続き従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を教育長
に提出しなければならない。
３ 前２項の許可を受けた職員は、営利企業等従事許可申請願の記載事項に変更があった場
合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。

別記第９号様式中「５ 就任することによる担当職務への影響その他参考事項」を
「５
６
７

職員の職と承認に係る地位との間の特別な利害関係の有無
職員の職務の遂行への支障の有無
その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無 」

に改め、同様式の記載上の注意

の３中「就任することによる担当職務への影響その他参考事項」を「職員の職務の遂行への
支障の有無」に改める。
別記第９号様式の２を次のように改める。
別記第９号様式の２（第１１条関係）

営利企業等従事（営利企業経営）許可願
平成 年 月 日

北海道教育委員会教育長 様
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勤務学校
職 名
署 名

次のとおり、営利を目的とする私企業を営みたいので、許可してください。
記

１ 企業の名称
２ 企業の形態
３ 店舗等の所在地
４ 営業科目
５ 営業開始日
６ 営業時間
７ 担当する職務の内容及び勤務時間
８ 営業の収支
�１ 収入見積額
�２ 営業経費額
�３ 予定純益額
９ 使用人の人数及び職員との続柄
１０ 事業の用に供する土地、建物等の施設の種類・規模及び機械等の機器の種類・
数量

１１ 当該事業の継承の自由（営利を目的とする私企業を継承した場合に記載）
１２ 自ら営まなければならない理由
１３ 職員の職と承認に係る事業との間の特別な利害関係の有無
１４ 職員の職務の遂行への支障の有無
１５ その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無
記載上の注意
１ 「企業の名称」は、その企業の名称（商号）を正確に書くこと。
２ 「企業の形態」は、その企業の形態（例えば、「個人企業」、「株式会社」）を
書くこと。
３ 「店舗等の所在地」は、全ての店舗等の所在地の行政区画、土地の名称及び
地番を正確に書くこと。
４ 「営業の収支」は、１事業年度当たりの計画額を書くこと。
５ 「営業の科目」、「担当する職務の内容及び勤務時間」、「自ら営まなければな
らない理由」及び「職員の職務の遂行への支障の有無」は、具体的に書くこ
と。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦型とする。
「

別記第９号様式の３中「５ 就任することによる担当職務への影響その他参考事項」を

５ 職員の職と承認に係る事業又は事務との間の特別な利害関係の有無
６ 職員の職務の遂行への支障の有無 に改め、同様式の
７ その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無 」
記載上の注意の４中「従事することによる担当職務への影響及び参考事項」を「職員の職務
の遂行への支障の有無」に改める。
別記第９号様式の３の次に次の１様式を加える。
別記第９号様式の４（第１１条関係）

営利企業等従事（不動産等賃貸関係）許可願

平成 年 月 日

北海道教育委員会教育長 様

勤務学校
職 名
署 名

次のとおり、不動産等の賃貸を行いたいので許可してください。
記
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１ 賃貸する不動産等
�１ 建物
（独立家屋） 棟 延べ床面積 ㎡
（マンション等） 室 延べ床面積 ㎡
所在地

�２ 土地
貸付件数 件 面積合計 ㎡
用途 所在地

�３ 駐車場
駐車台数 台 設備の有無 有□ 無□
所在地

�４ その他
（娯楽集会、遊技等のための設備を設けた不動産）
種類 件数・規模
所在地
（旅館、ホテル等特定の業務の用に供する建物）
種類 件数・規模
所在地

２ 賃貸料収入の予定年額
合計 円
建物（独立家屋） 円
（マンション等） 円

土地 円
駐車場 円
その他 円

３ 不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法
４ 職員の職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間の特別な利害関係の有無
５ 職員の職務の遂行への支障の有無
６ その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無
記載上の注意
１ 該当する□にはレ印を記入すること。
２ 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記入して添付すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦型とする。
附 則

この教育長訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

告 示

北海道教育委員会告示第１７号
平成２６年度の北海道立高等学校の入学者選抜の学力検査日、推薦入学面接日及び合格発表
日は、次のとおりとする。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
１ 学 力 検 査 日 平成２６年３月５日（水）
２ 推薦入学面接日 平成２６年２月１３日（木）
３ 合 格 発 表 日 平成２６年３月１７日（月）

北海道教育委員会告示第１８号
平成２６年度の北海道立中等教育学校の入学者選考検査日は、平成２６年１月１１日（土曜日）
とする。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

北海道教育委員会告示第１９号
学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２５条第１号の規定に基づく次の市町村立の
小学校及び中学校の廃止の届出を、受理した。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
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大樹中学校への統合による廃止平成２５年３月３１日大樹町立尾田中学校大 樹 町
端野中学校への統合による廃止平成２５年３月３１日北見市立仁頃中学校北 見 市
風連中学校への統合による廃止平成２５年３月３１日名寄市立風連日進中学校名 寄 市

平成２５年３月３１日白老町立虎杖中学校
萩野中学校への統合による廃止平成２５年３月３１日白老町立竹浦中学校白 老 町

新設する室蘭西中学校
へ の 統 合 に よ る 廃 止平成２５年３月３１日室蘭市立北辰中学校

平成２５年３月３１日室蘭市立港南中学校室 蘭 市

苫小牧東中学校及び光洋
中学校への統合による廃止

平成２５年３月３１日苫小牧市立弥生中学校苫小牧市

新設する倶知安中学校
へ の 統 合 に よ る 廃 止平成２５年３月３１日倶知安町立東陵中学校

平成２５年３月３１日倶知安町立倶知安中学校倶知安町
中央中学校への統合による廃止平成２５年３月３１日江別市立角山中学校江 別 市
丸山小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日中標津町立俣落小学校中標津町

平成２５年３月３１日根室市立温根元小学校

根 室 市

平成２５年３月３１日根室市立珸瑶瑁小学校
平成２５年３月３１日根室市立華岬小学校

新 設 す る 歯 舞 小 学 校
へ の 統 合 に よ る 廃 止

平成２５年３月３１日根室市立共和小学校
霧多布小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日浜中町立榊町小学校浜 中 町
大樹小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日大樹町立尾田小学校大 樹 町
滝上小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日滝上町立白鳥小学校滝 上 町
留萌小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日留萌市立沖見小学校留 萌 市

風 連 中 央 小 学 校 へ の
統 合 に よ る 廃 止

平成２５年３月３１日名寄市立風連日進小学校名 寄 市
多寄小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日士別市立中多寄小学校

平成２５年３月３１日士別市立武徳小学校
士別小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日士別市立下士別小学校士 別 市
久遠小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日せたな町立長磯小学校せたな町
今金小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日今金町立美利河小学校今 金 町

平成２５年３月３１日松前町立白神小学校
平成２５年３月３１日松前町立松前小学校

松城小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日松前町立館浜小学校松 前 町
蘭越小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日蘭越町立御成小学校蘭 越 町

潮見台小学校及び桜小学校
へ の 統 合 に よ る 廃 止

平成２５年３月３１日小�市立若竹小学校
高島小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日小�市立祝津小学校小 � 市

新設する奈井江小学校
へ の 統 合 に よ る 廃 止平成２５年３月３１日奈井江町立江南小学校

平成２５年３月３１日奈井江町立奈井江小学校奈井江町
中央小学校への統合による廃止平成２５年３月３１日美唄市立西美唄小学校美 唄 市

廃止の理由廃止の時期名 称設置者

北海道教育委員会告示第２０号
学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２５条第１号の規定に基づく次の市町村立の
小学校及び中学校の設置の届出を、受理した。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

拓勇小学校平成２５年４月１日苫小牧市拓勇苫小牧市立拓進小学校苫小牧市

奈井江小学
校及び江南
小学校の統
合に伴う新
設

平成２５年４月１日空知郡奈井江
町字奈井江
１６２番地１

奈井江町立奈井江小学校奈井江町
設置の理由設置の時期位 置名 称設置者
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港南中学校
及び北辰中
学校の統合
に伴う新設

平成２５年４月１日室蘭市山手町
２丁目１０番地
１

室蘭市立室蘭西中学校室 蘭 市

倶知安中学
校及び東陵
中学校の統
合に伴う新
設

平成２５年４月１日虻田郡倶知安
町北５条西２
丁目１番地

倶知安町立倶知安中学校倶知安町

共 和 小 学
校、華岬小
学校、珸瑶
瑁小学校及
び温根元小
学校の統合
に伴う新設

平成２５年４月１日根室市歯舞３
丁目１７８番地

根室市立歯舞小学校根 室 市

からの分離
に伴う新設

西町３丁目８
番地

北海道教育委員会告示第２１号
次の市町村立の中学校の名称変更の届出は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）
第２５条第３号の規定に基づき、受理した。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

竹浦中学校
及び虎杖中
学校の萩野
中学校への
統合に伴う
名称変更

平成２５年４月１日白老町立白翔中学校白老町立萩野中学校白老町
変更の理由変更の時期変更後の名称変更前の名称設置者

北海道教育委員会告示第２２号
北海道文化財保護条例（昭和３０年北海道条例第８３号）第４条第１項の規定により、別記１
の道指定史跡の指定名称を変更し、別記２の有形文化財を道指定有形文化財に指定する。
平成２５年３月２９日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

別記１

１ 変 更 名 称 斜里朱円周堤墓群
（変更前 斜里朱円周堤墓及び出土遺物）

２ 指定年月日 昭和３２年１月２９日
３ 所 在 地 斜里郡斜里町朱円西７６番地１
４ 所 有 者 斜里町
５ 変更の事由
本来有形文化財として指定されるべき「出土遺物」が併記され、史跡として指定されて
いたが、「出土遺物」について、本史跡を対象に実施した重要遺跡確認調査により資料化
され、その内容が明確になるとともに、学術的価値が改めて確認されたことから、有形文
化財（考古資料）として別途指定することとしたため、「史跡」について指定名称を変更
する。

別記２

１ 名 称 斜里朱円周堤墓群出土品
２ 員 数 ２９点（内訳：土器・土製品１２点、石器・石製品１４点、

サメ歯製品３点）
附 繊維製品 シャーレ１ケース、漆製品片 紙箱３ケース
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３ 指定年月日 平成２５年３月２９日
４ 法 量 深鉢形土器：底径１５．１センチメートル、最大幅２５．５センチメートル、

高さ２１．６センチメートルほか 別表のとおり
５ 所 在 地 斜里郡斜里町本町４９番地２（斜里町立知床博物館）
６ 所 有 者 斜里町
７ 指定の事由
�１ 指定基準
北海道文化財保護条例施行規則（昭和５２年北海道教育委員会規則第１２号）第１条及び
別表１道指定有形文化財指定基準考古資料の部１「土器、石器、木器、骨角牙器、玉
類、鉄器その他の先史時代の遺物で学術的価値の高いもの」による。
�２ 指定理由
出土品は、縄文時代後期末の時期のもので、その大部分は周堤墓を構成する墓坑から
出土した副葬品である。その内訳は土器・石器のほか、石棒やヒスイ製玉の装飾品など
であり、北海道における先史時代の墓制を研究する上で学術的な価値は極めて高い。
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